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（子ども家庭支援課）

【委託先】
学童クラブ指導業務
受託事業者

①利用申請書の提出
（窓口又は郵送）

③利用者情報の提供
（手渡し）

④利用者情報の記録・管理

⑥利用実績の報告
（郵送）

新宿区学童クラブにおける児童指導業務に係る個人情報の流れ （資料２２－１）

紙媒体は鍵付きキャビ
ネットへ保管する。

・紙媒体は鍵付きキャビネットへ保管する。
・指定された職員のみが個人情報を取扱う。

【学童クラブシステム】

②利用者情報の入力

・ID/パスワード認証
・ファイアウォールの設置
・アクセス制御
・ウィルス対策
・セキュリティパッチ適用
・操作ログ管理

【委託先のパソコン】

・ID/パスワード認証
・ファイアウォールの設置
・アクセス制御
・ウィルス対策
・セキュリティパッチ適用
・操作ログ管理

⑤遊びと生活の指導

・新たに「落合第五小学校内学童クラブ」を設置する。
・個人情報の流れ及び取扱う情報項目に変更はない。

（⑤の業務内での情報の共有・相互連絡）


